
 

 

陳  情  文  書  表 

 

 

受 理 番 号 ・ 受 理 

年 月 日 及 び 件 名 

 陳情第115号（７.２.28） 

 市バス33系統の廃止に関する陳情 ほか２件 

陳 情 の 要 旨  １．市バス33系統の４月１日からの路線廃止を延期すること。 

 ２．路線廃止延期の措置をとった上で、路線の存続について利用者と

の十分な対話を行うこと。 

３．廃止ではなく、次善の策（赤字路線への割増運賃導入、朝夕の便

   を残して日中の便を減らす等）を検討すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

陳 情 者 の 住 所 

及 び 氏 名 

神戸市東灘区 

後藤 康彦  ほか別記のとおり 

送 付 委 員 会  予算特別委員会 

 

 

 

 



 

 

陳情第115号に係る陳情者の住所及び氏名一覧 

整 理 番 号 

（受 理 日） 
陳 情 者 の 住 所 及 び 氏 名 

115－１ 

（令和７．２．28） 

 神戸市東灘区 

   後藤 康彦 

115－２ 

（令和７．２．28） 

 神戸市東灘区 

  後藤 慶子 

115－３ 

（令和７．２．28） 

神戸市東灘区 

後藤 久仁子 
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